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【文部科学省委託事業】
発達障害のある児童生徒等に対する支援事業
（効果的かつ効率的な巡回指導の実施に向けたモデル構築事業）

成果報告会発表資料
～ 今年度までの事業実施状況と今後の展望 ～

郡馬県教育委員会事務局特別支援教育課

指導主事 坂本 大樹【発表者】

令和８年１月２７日（火）

【団体名】
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事業背景等・事業目標１

事業目的

群馬県では、人口減少・少子化の進行に伴い、通級指導教室の設置状況や教員の専門性に地域差が生じており、中学校段階
において通級指導教室が未設置の市町村も認められる。その結果、発達障害等のある生徒が十分な支援を受けにくい状況が生
じている。また、教育的ニーズが多様化する中、通級担当教員を含む特別支援教育人材の確保・育成が十分とは言えない。こ
うした状況を踏まえ、一人一人の教育的ニーズに対応できる持続可能な通級指導教室等の運営を充実させるとともに、地域の
事情によらず等しく特別支援教育の質の向上を図ることが求められている。

（効果的かつ効率的な巡回指導の実施に向けたモデル構築事業）

発達障害のある児童生徒等に対する支援事業

群馬県県教育委員会

事業背景・自治体における課題

事業目標

課題

○ 中学校段階において通級指導教室の設置が進まない市町村が存在し、等しく通級による指導を受けることが難しい状況がある。

○ 通級担当教員の確保・育成が十分ではなく、専門性の継承や計画的な人材育成が課題である。

○ 巡回による通級指導を実施するための校内支援体制や事務手続き、特別支援教育等に関する教職員の理解にばらつきがある。

○ 行政区を超えた通級による指導モデルを構築することで、通級指導教室の設置促進と教育的ニーズへの対応充実を図ると
ともに、効果的かつ効率的な巡回指導の知見等につい県内への周知・啓発を図る。

○ 通級担当教員の専門性や指導の質的向上を目指し、計画的な人材の養成、確保、育成を推進する。

○ 県全体における特別支援教育の理解と通級による指導の質的向上を推進する。

事業背景
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運営会議

（巡回指導専門性充実検討会議）

構成人数 ２４ 名

外部専門家

開催回数 3 回

2 名

【内 訳】

〇 大学関係者：

２１ 名

１ 名

〇 学校関係者：

〇 関係分野関係者：

（医療・福祉分野など）

１ 名

配置人数 5 名

主な経歴・専門分野等

配置計画・活動内容

人数 5 名

主な経歴・専門分野等

活動内容

発達障害のある児童生徒等に対する支援事業

２ 事業実施体制 （効果的かつ効率的な巡回指導の実施に向けたモデル構築事業）

群馬県教育委員会

（令和７年度）

【開催時期】

①令和7年6月５日、②同年10月２日
③令和8年1月22日

専門家の活用巡回指導スーパーバイザー

○ 群馬大学共同教育学部 教授

○ 群馬大学共同教育学部 客員教授

○ 群馬大学共同教育学部 非常勤講師

〇 県立前橋高等学校 高校通級担当教諭

○ 運営会議（巡回指導専門性充実検討会
議）での助言

〇 通級担当教員や特別支援教育コーディ
ネーターを対象とした研修会等での指
導・助言

〇 域内の希望のあった学校の教員を対象
とした、特別支援教育や発達障害等に
係る理解啓発研修の講師

・ 運営会議（巡回通級指導専門性充実検討会議）を設置
・ 巡回指導スーパーバイザーの活用
・ 理解啓発（専門家を派遣した、事例検討会や理解啓発研修の実施）

〇 巡回指導担当教員の要請に応じ
て、各巡回先の学校に出向き、
生徒の実態に応じた自立活動の
指導や学習環境について、また、
在籍校の担任や特別支援教育コー
ディネーターとの連携等について
助言やコンサルテーションを実施。

〇 群馬大学共同教育学部 教授

〇 群馬大学共同教育学部 客員教授

〇 anomira代表 作業療法士

○ NPO法人リンケージ理事長 臨床心理士
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【取組概要】
• 事業の対象となる利根沼田地域は、沼田市、片品村
、川場村、昭和村、みなかみ町からなる地域で、そ
のうち、中学校に通級指導教室が設置されていなか
った沼田市、片品村、川場村、昭和村の中学校を対
象にして実施している行政区を超えた巡回指導モデ
ルである。

• 沼田市にある沼田中学校に通級指導教室を設置する
とともに、巡回指導の拠点校として3名の巡回指導
担当教員を配置し、4市町村の各学校において巡回
指導を実施した。

• 運営会議を設置し、事業の進捗管理や巡回指導を効
果的かつ効率的に実施するための検討・実証を実施
した。

• 巡回指導担当教員の要請に応じて、巡回指導スーパ
ーバイザーを派遣し、指導や連携についての助言や
コンサルテーションを実施した。

• 域内の小中学校の要請に応じて専門家を派遣し、発
達障害等のある児童生徒理解や指導・支援について
理解啓発研修を継続して実施した。

• 通級担当教員と在籍校との連携強化や専門性の向上
を目指して、通級担当教員と特別支援教育コーディ
ネーターを対象とした担当者会議等を実施した。

３ 取組概要・成果
発達障害のある児童生徒等に対する支援事業

群馬県教育委員会

（効果的かつ効率的な巡回指導の実施に向けたモデル構築事業）

事業フェーズ（事業実施概要）

事業１年目（令和５年度） 事業２年目（令和６年度） 事業３年目（令和７年度）
〇 沼田中学校に通級指導教室を設置し、自校通級での指導の質の充実
を図った。

〇 利根沼田地域の小・中学校における特別支援教育に関する資質向上及
び理解啓発研修を実施した。

○ 通級による指導に関するリーフレットや研修動画を作成し周知を
図った。

○ ニーズを把握するため、通級指導希望調査を年2回（11月、2月）実
施した。

○ 次年度に向けて、域内中学校を対象とした巡回指導に関する
事前説明会を実施した。（3月）

○ 巡回指導担当教員の配置、人事管理・服務等、要項を作成した。
○ オールぐんま通級研修の実施（年2回）

〇 巡回指導を開始。※沼田中学校を拠点校として、2名の巡回指導担当
教員を配置し、巡回先8校、生徒22名を対象に指導開始した。

○ 巡回指導担当教員の資質向上を図るため、巡回指導スーパーバイ
ザーを派遣し、助言やコンサルテーションを実施した。（年11回）

○ 通級担当者会議を実施した。（年3回）
○ 巡回指導担当教員による授業研究会を11月に実施した。
○ 巡回指導に係る要項・様式等を作成した。（通級指導教室設置
要項、実施要綱、事務手続き要領、指導の記録等）

○ 域内の小・中学校等を対象とした、教員等の理解啓発研修を実施した。
○ 通級による指導に関する研修用動画パッケージを作成した。
○ オールぐんま通級研修を実施した。（継続・年2回）

〇 巡回指導の拡充を図った。※3名の巡回担当教員を配置
し、1市３村全ての中学校で巡回指導を実施。現在40名の生
徒を対象にして指導している。

○ 新規受け入れに関する通知を作成した。
○ 巡回指導スーパーバイザー派遣を実施した。（継続）
○ 通級担当者会議を実施した。（継続・年3回）
○ 巡回指導担当者の授業研究会を11月に実施した。（継続）
○ 域内の小・中学校等を対象とした、教員等の理解啓発研修を
実施した。（継続・年14回）

○ 通級による指導に関する研修用動画パッケージを周知した。
○ オールぐんま通級研修の実施した。（継続・年2回）
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巡回指導を効果的かつ効率的に
実施するための方法や体制整備等の
検討・実証

・ 運営会議（巡回通級指導専門性充実検討会議）の実施
・ 通級担当者会議の実施
・ 育成指標等の素案検討

３ 取組概要・成果

取組内容（詳細）

特色・ポイント

取組の成果

○ 通級による指導における巡回指導の効果的かつ効率的な実施に向け、事業全体の進捗管理と専門的見地からの助言を行う中核的な役割を担っ
てきた。

○ 運営会議は令和５年度から令和7年度にかけて、大学教員、医師、臨床心理士、学校管理職、巡回通級担当教員、教育委員会関係者等、多様な
専門性を有する構成員により年3回開催され、実践状況の共有と検証、課題整理、次年度以降を見据えた方向性について協議等を行う。

○ 運営会議では、行政区を超えた巡回指導を発展的に継続して実施していくため、体制整備や仕組みづくりの在り方について検討を行った。
○ 特に、通級による指導に係る様式や入退級に関する手続き等については、関係市町村教育委員会ごとに運用が異なる現状を踏まえ、相互に情報共有を行い
ながら連携して体制整備を進めていく必要性が共有された。

○ 巡回指導を効果的に行うためには、通級巡回先学校全体としての理解と環境整備が不可欠であるという共通認識が形成されたことである。
○ 教材・教具の共有、通常学級担任や管理職との情報共有などの重要性が再確認された。また、巡回先の関係職員と連携しながら、通級による指導や自立活
動の意義について理解を深める取り組みが指導の円滑化につながることが確認された。

（効果的かつ効率的な巡回指導の実施に向けたモデル構築事業）

発達障害のある児童生徒等に対する支援事業

群馬県教育委員会

⑴
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３ 取組概要・成果 （効果的かつ効率的な巡回指導の実施に向けたモデル構築事業）

発達障害のある児童生徒等に対する支援事業

群馬県教育委員会

⑵ 通級指導担当教員及び指導的立場の
教員等の育成

取組内容（詳細）

特色・ポイント

取組の成果

・ 巡回指導スーパーバイザー派遣
・ オールぐんま通級研修の開催（年2回）
・ 巡回による通級担当者指導充実研究会の実施（年２回／授業研究会を含む）

〇 オールぐんま通級研修や通級担当者研修により、通級担当者として必要な基礎的な理解の共有が図られた。
〇 また、スーパーバイザー派遣によるOJTを通して、実際の指導場面に即した助言が行われ、指導を振り返り改善する機会が確保された。
〇 これらの研修を発展的に継続して実施することで、通級担当者の専門性や指導の質の充実を高められることが期待される。

〇 巡回担当教員の要請に応じて、スーパーバイザーを派遣し、指導や授業の様子を観察した上で、児童生徒の実態に応じた指導の進め方や、自立活動の目標
設定・指導内容の整理をした。

〇 また、指導記録の作成等について具体的な助言や相談を行った。
〇 これにより、通級担当教員が自身の指導を振り返り、改善点を明確にしながら実践に生かす機会が確保され、OJTの充実につながった。
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３ 取組概要・成果 （効果的かつ効率的な巡回指導の実施に向けたモデル構築事業）

発達障害のある児童生徒等に対する支援事業

群馬県教育委員会

巡回先となる学校における
校内支援体制の構築

⑶

取組内容（詳細）

特色・ポイント

取組の成果

・ 通級担当者会議（対象者に特別支援教育コーディネーターも加えて拡大して実施）
・ 巡回指導スーパーバイザー派遣

〇 通級担当者会議に特別支援教育コーディネーター等が加わることで、通級による指導の目的や具体的な指導内容、支援方法、通常学
級との連携の在り方等について共通理解を深め、各校における校内支援体制の充実を図ることを目的とした。

〇 通級担当者会議を特別支援教育コーディネーターや支援学級教員等も含めた拡大会議として実施したことで、支援の必要な児童生徒への対応を校内全
体の支援として捉える視点が共有された。

〇 また、管理職や通常学級担任、特別支援教育コーディネーター等がスーパーバイザーからの助言内容を共有することで、通級による指導の意義や目標
についての理解が校内に広がり、校内支援体制を構築するための共通理解を図る機会となった。
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（効果的かつ効率的な巡回指導の実施に向けたモデル構築事業）

発達障害のある児童生徒等に対する支援事業

群馬県教育委員会

⑷ 巡回先校における教員等の理解啓発

・ 理解啓発（専門家を派遣した、理解啓発研修・事例検討会等の実施）
・ 研修動画パッケージの活用（通級による指導のヒント８選）

取組内容（詳細）

特色・ポイント

〇 通級による指導や特別支援教育に対する学校全体の理解を深めるため、小中学校等の要請に応じて専門家を派遣し、理解啓発研や
事例検討を実施した。

取組の成果

３ 取組概要・成果

〇 理解啓発研修を通して、通級による指導や発達障害等のある児童生徒への支援について、通常学級担任や管理職を含む教職員間での共通理解が図られた。
〇 特に、通級による指導の目的や自立活動の意義、通常学級における指導とのつながり等についての理解が広がり、校内支援体制の重要性についての共通理
解を図る機会となった。
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３ 取組概要・成果 （効果的かつ効率的な巡回指導の実施に向けたモデル構築事業）

発達障害のある児童生徒等に対する支援事業

群馬県教育委員会

巡回先校における教員等の理解啓発⑷

【成果物等】
【理解啓発チラシ】

※ 年度初めに域内全ての小・中学校等に配付
【研修動画チラシ】

※ 年度初めに域内全ての小・中学校等に配付
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４ 事業成果のまとめ （効果的かつ効率的な巡回指導の実施に向けたモデル構築事業）

発達障害のある児童生徒等に対する支援事業

群馬県教育委員会

・ 効果的な巡回指導
・ 通級担当教員の専門性の向上
・ 特別支援教育に関する理解啓発

効果的な巡回指導

行政区を超えた通級による指導モ
デルを構築することで、通級指導教
室の設置促進と教育的ニーズへの対
応充実を図るとともに、効果的かつ
効率的な巡回指導の知見等について
県内への周知・啓発を図る。

事業成果（定量的成果・定性的成果）

• 通級指導教室の設置が進まなかった地域、とりわけ中学校段階の通級による指導においても、巡回指導を活用
することで、通級による指導を提供できる実践的なモデルを構築・実証することができた（実施前０校→現在
１１校）。また、行政区を超えた巡回指導の実施により、支援が行き届きにくかった地域においても、教育的
ニーズのある児童生徒に対する支援の拡充が図られた（実施前０市町村→現在４市町村）。

• 本事業により、巡回指導を成立させるために不可欠な、教育委員会、教育事務所、設置校、巡回先校等の役割
分担と連携の在り方が明確化され、広域的な支援体制を構築できることが示された（利根教育事務所を中心に
４市町村）。入退級手続きや指導記録、情報共有の在り方といった課題を明確にし、共通理解を図ったことは
、今後の全県的な展開に向けた取組として大きな成果である（運営会議３回）。

事業目標等

①

② 通級担当教員の専門性の向上

理解啓発

特別支援教育の理解と通
級による指導の質的向上を
推進する。

通級担当教員の専門性や指
導の質的向上を目指し、計画
的な人材の養成、確保、育成
を推進する。

③

• 派遣されたスーパーバイザーは、実際の指導場面を観察した上で、児童生徒の実態に即した
目標設定や指導内容の構成、自立活動の位置付け、指導記録の作成等について具体的な助言
を行った（SV派遣６回）。これにより、通級担当教員が自身の指導を振り返り、改善点を明
確にしながら実践に生かす機会が確保され、実践に即したOJTの充実につながった。

• また、助言内容を管理職や特別支援教育コーディネーター、通常学級担任等と共有すること
で、通級による指導の意義や指導内容に対する理解が校内に広がり、指導を円滑に進めるた
めの校内支援体制の構築を進める契機となった（SV派遣６回）。

• 理解啓発研修を通して、通級による指導や発達障害等のある児童生徒への理解につながり、
通常学級担任や管理職を含む教職員間での共通理解が図られた（理解啓発研修１５回）。

• 特に、通級による指導の目的や自立活動の意義、通常学級における指導とのつながりについ
ての理解が広がり、通級による指導を学校全体で支える必要があるという認識の共有につな
がった（理解啓発研修実施１１校）。

• これにより、通級による指導を円滑に実施するための校内連携や支援体制を見直す契機とな
り、今後の学校全体での支援の充実につながることが期待される。
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５ 今後の展望 （効果的かつ効率的な巡回指導の実施に向けたモデル構築事業）

発達障害のある児童生徒等に対する支援事業

群馬県教育委員会

○ 効果的な巡回指導の展開
○ 通級担当教員の専門性の向上と人材育成
○ 発達障害等のある児童生徒への理解と特別支援教育全体の質的向上

●●●…
●●●…
●●●…

事業成果の活用・普及等

効果的な巡回指導の展開
• 巡回指導をより円滑に実施する
ため体制整備の一層の充実を図
る。

• 具体的には、入退級に係る手続
きや様式、指導記録、情報共有
の在り方について、本事業で積
み上げてきた知見を基に参考と
なる手引き等を整理・整備し、
県内の市町村教育委員会が地域
の実情に応じた持続可能な巡回
指導を円滑に運用していくため
の体制整備の検討を推進する。

通級担当教員の専門性の向上と人材育成 理解啓発

今後の課題等

〇 高校通級の巡回指導の仕組みを活用し、小中高等学校の切れ目ない支援体制を構築
〇 通級による指導を核とした「群馬県のインクルーシブな学校づくり」の推進
○ 通級指導教室設置校や拠点校の役割と管理職のリーダーシップ
○ 通級担当教員の専門性向上を図るための研修の在り方（スキルアップ研修等）
○ 管理職を含めた教職員の特別支援教育に対する理解と資質の向上
○ 全職員対象とした県域研修であるオールぐんま通級研修の発展的・継続的な実施による特別支援教育全体の質的向上

• 通級による指導の質的・量的充実を
図るため、通級担当者会議や授業研
究会、オールぐんま通級研修等の取
組を発展的に継続させ、通級担当教
員の質的・能力の向上を計画的・系
統的に推進する。

• あわせて、経験の浅い教員を含めた
人材層の底上げと、専門性の向上に
ついては研修機関である総合教育セ
ンター等と連携しながら通級による
指導を担当する人材基盤の強化を目
指す。

• 通級による指導の意義や役割について、
教職員だけでなく、児童生徒・保護者に
対しても丁寧に伝えていくことが重要で
ある。

• 次年度以降も理解啓発研修を継続的に実
施するとともに、通級による指導に関す
るリーフレット等を活用したり、特別支
援学校のセンター的機能を積極的に活用
たりしながら、小・中・高等学校段階の
切れ目ない支援や校内体制の充実につな
がるように、理解と意識の醸成を図って
いく。
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